
横芝光町屋形地区公有地周辺活用検討パートナー募集要項に関する質疑回答

№ 質問内容 回答 備考

1 該当箇所：10ページ 4-5（２）提案を求める事項

質問：提案を求める事項に、「横芝海のこどもの国跡
地周辺施設等との連携施策」とございますが、
①周辺施設等とは、どのエリアまでを含めてよいか
ご教示願います。
②「周辺施設等との連携施策」については、周辺施
設・土地を含めた活用提案と捉えても良いでしょう
か。弊社としては、栗山川、栗山川漁港、日本大学
横芝セミナーハウス等、周辺施設の土地を含めた活
用を検討することで、より良い提案ができると考え
ております。

①周辺施設等にエリアの指定はありません。
②周辺施設等に土地を含めて検討していただいて
構いません。

2 該当箇所：6ページ 3-1業務内容

質問：質問１に関連し、「公有地周辺の活用」と「公
有地周辺施設との連携」の違いについてご教示願い
ます。

「公有地周辺の活用」とは、横芝海のこどもの国跡
地を含めた周辺の土地を活用検討パートナーが主
体となり利活用すること、「公有地周辺施設との連
携」とは、互いに協力しあい効果を高めることをイ
メージしています。

3 該当箇所：3ページ 2-2周辺施設の状況 （３）マリ
ンピアくりやまがわ

質問：マリンピアくりやまがわは、千葉県と横芝光
町の管理協定により、横芝光町が日常管理を行って

マリンピアくりやまがわは、栗山川漁港の関連施設
で、千葉県が所有し横芝光町が管理しています。今
後、栗山川漁港の利活用と連動し、マリンピアくり
やまがわについても様々な活用と管理方法を検討
する必要がありますので、民間事業者による管理も
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いるとのことですが、今後の活用計画にあたり、民
間事業者による管理とすることは可能でしょうか。

検討に含まれます。ただし、実施に当たっては千葉
県との協議が必要となります。

4 該当箇所：3ページ 2-2周辺施設の状況 （４）東部
排水機場（導水路を含む）

質問：東部排水機場および導水路の活用について、
実現可能なものとして検討に含めることは差支え
ないでしょうか。

防災施設である東部排水機場の排水ポンプ等を活
用することは不可能ですが、導水路等の活用につい
ては検討に含めて構いません。ただし、実施に当た
っては千葉県との協議が必要となります。

5 該当箇所：2～3ページ 2－2周辺施設の状況 （１）
二級河川栗山川

質問：栗山川は「アウトドアメーカーのモンベルと
連携して、カヤック体験イベントが開催されてい
る」とのことですが、モンベルに限らず、今後の活
用検討において、外部パートナー企業と連携する場
合の制約条件等はございますでしょうか。（企業が
指定・制限される等）

新たに活用検討パートナーが栗山川を利用する場
合には、企業が指定・制限されることはありません
が、河川管理者である千葉県と利用方法や制約につ
いて協議が必要となります。

6 該当箇所：4ページ 2-2周辺施設の状況 （５）日本
大学横芝セミナーハウス

質問：日本大学の所有の施設なので、本募集要項の
対象から逸脱してしまうことは理解しております
が、条件などが合い、日本大学も承諾して頂けたと

周辺施設等に含めて検討いただいて構いません。
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いう仮定も含め、企画書に加えても宜しいのでしょ
うか。やはり、こどもの国の施設に限定した企画案
にするべきなのでしょうか？

7 該当箇所：5ページ 2-5空港機能強化を踏まえた「新
たな居住者」獲得に向けた目指すべき将来像

質問：まちが掲げるコンセプト「～海・川・星を感
じながら、自分らしく過ごすまち～」について、横
芝光町が今回最も重視しているのは、どのような点
でしょうか。

今回のプロポーザルでは、「こどもの国跡地と栗山
川漁港等の活用による交流拠点の創出」や、「個性的
な飲食店や趣味性の高い住居の集積を図り、定住
者・観光客の双方にとって魅力的な海岸エリアを創
出」などを、活用検討パートナーに期待しています。

8 該当箇所：6ページ 3-1業務内容

質問：業務内容④「土地所有者及び施設管理者の合
意形成支援（資料提供や打合せへの出席等）に関す
ること。」については、「土地所有者（千葉県、横芝
光町）、施設管理者との合意形成支援を務めること
ができるか」という理解で良いでしょうか。

ご質問のとおりです。

9 該当箇所：特になし

質問：今後、ご縁をいただいて活用を具体化してい
くとなった場合、千葉県・横芝光町などからの助成、
補助制度の可能性はございますでしょうか。

千葉県では立地企業補助金制度の活用が考えられ
ますが、具体的な適用については千葉県との協議が
必要です。
また、横芝光町企業立地促進条例による企業立地奨
励金を活用すると、指定企業には投下固定資産に係
る固定資産税相当額を５年間交付しています。
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10 該当箇所：特になし

質問：現地を見学したいのですが、可能でしょうか。

現地見学は個別に対応いたしますので、事務局まで
ご連絡ください。


